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ホンダが、自動運転で走る小型電動モビリティーを一般客に使ってもらう実証実験を茨
城県の常総市で始めたそうです。最初は補助のドライバーが同乗する「レベル２」の自動
運転ですが、２０２５年中に無人で走る「レベル 4」へ移行する予定だそうで、高齢化やド
ライバー不足が深刻化する中、地方での移動を支える足として実用化をめざすとのこと。
自動運転が実用化されれば、高齢になっても運転免許証の返納は不要になるのでしょう
か？気になります・・・。

政府の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」が決定されました

政府は令和５年１２月２２日、少子化対策をまとめた「こども未来戦略」を閣議決定し
ました。今後３年間の集中的な取組みである「加速化プラン」には、「共働き・共育ての
推進」が盛り込まれています。具体的な内容は次の通りです。

１．育児休業の取得促進
（１）２週間以上の男性育休の取得率を２０３０年に８５％へと引上げ。
（２）次世代育成支援対策推進法を改正、一般事業主行動計画に数値目標の設定、ＰＤＣ

Ａサイクルの確立を定め、育休取得から円滑な職場復帰までの支援、勤務時間や勤
務地への配慮等を盛り込ませる。

（３）育児・介護休業法における育休取得率の開示義務について、常時雇用する労働者数
が３００人超（現状１，０００人超）の事業主に拡充し、有価証券報告書における
開示を進める。

（４）産後８週間以内に両親が１４日以上の育休を取得した場合の給付率を手取り１０割
相当（現状８割相当）に。

（５）代替要員確保等の体制整備を行う中小企業への助成措置を大幅に強化。
（６）「くるみん認定」の取得など、育児休業の取得状況等に応じた実施インセンティブ

の強化。

２．育児期の柔軟な働き方の推進
（１）テレワークの努力義務化…こどもが３歳まで。
（２）「親と子のための選べる働き方制度（仮称）」を創設・・・こどもが３歳以降小学

校 就学前まで、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、テレワーク、短
時間勤務制度、保育施設の設置運営等、休暇から、事業主が複数の制度を選択し

て措置し、その中から労働者が選択できる制度。
（３）「育児時短就業給付（仮称）」を創設・・・こどもが２歳未満の期間に時短勤務を
選 択した場合、短時間勤務時の賃金の１０％を支給。体制整備を行う中小企業に助
成 措置を実施。

（４）所定外労働の制限…こどもが小学校就学前（現状３歳未満）までに引上げ。
（５）子の看護休暇・・・こどもが小学校３年生修了時（現状小学校に入る前まで）まで

に引上げ。休暇取得事由の見直し。

３．多様な働き方と子育ての両立支援
（１）週所定労働時間１０時間以上２０時間未満の労働者も失業給付や育児休業給付等の

受給対象者へ（雇用保険の適用範囲を拡大）
（２）国民年金の第１号被保険者（自営業者）を対象に育児期間に係る保険料免除措置を

創設。

【こども家庭庁「こども未来戦略～次元の異なる少子化対策の実現に向けて～」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb115de8-988b-40d4-8f

67-b82321a39daf/b6cc7c9e/20231222_resources_kodomo-mirai_02.pdf


